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序章 計画改定にあたって 

 
１．計画改定の趣旨 

平成１２年度より展開されてきた国民健康づくり運動「健康日本２１」は、壮年期

死亡の減少、健康寿命の延伸、生活の質の向上を目的として、健康を増進し発症を予

防する「一次予防」を重視した取り組みが推進されてきました。 
   今回、平成２５年度から平成３４年度までの「二十一世紀における第二次国民健康

づくり運動（健康日本２１（第二次））」（以下「国民運動」という。）では、２１世紀

の日本を『急速な人口の高齢化や生活習慣の変化により、疾病構造が変化し、これら

生活習慣病に係る医療費の国民医療費に占める割合が約３割となる中で、高齢化の進

展によりますます病気や介護の負担は上昇し、これまでのような高い経済成長が望め

ないとするならば、疾病による負担が極めて大きな社会になる』と捉え、引き続き、

生活習慣病の発症予防に重点を置くとともに、合併症の発症や症状進展などの重症化

予防を重視した取り組みを推進するために、下記の５つの基本的な方向が示されまし

た。 
  （１）健康寿命の延伸と健康格差の縮小 
  （２）生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（ＮＣＤの予防） 
  （３）社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 
  （４）健康を支え、守るための社会環境の整備 
  （５）栄養・食生活、身体活動・運動、休養、喫煙、飲酒及び歯・口腔の健康に関す

る生活習慣及び社会環境の改善 
   また、これらの基本的な方向を達成するため、53 項目について、現状の数値とおお

むね 10 年後の目標値を掲げ、目標の達成に向けた取組がさらに強化されるよう、その

結果を大臣告示として示すことになりました。 
   今回、示された「国民運動」の基本的な方向及び目標項目については、別表Ⅰのよ

うに考え、これまでの取り組みの評価、及び新たな健康課題などを踏まえ、健康りくべ

つ２１（第二次）を策定します。 
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《参考 基本的な方向の概略》 
 
（１）健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

健康寿命：健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間 
    健康格差：地域や社会経済状況の違いによる集団における健康状態の差 
 
（２）主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防 

がん、循環器疾患、糖尿病及びＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）に対処するため、

合併症の発症や症状の進展などの重症化の予防に重点を置いた対策を推進。 
    国際的にも、これらの疾患は重要な非感染性疾患（ＮＣＤ（Non Communicable 

Disease））として対策が講じられている。 
 

＊ＮＣＤ（Non Communicable Disease）について 
心血管疾患、がん、慢性呼吸器疾患および糖尿病を中心とする非感染性疾患（ＮＣ

Ｄ）は、人の健康と発展に対する主な脅威となっている。 
   これらの疾患は、共有する危険因子（主として喫煙、不健康な食事、運動不足、過

度の飲酒）を取り除くことで予防できる。 
   この健康問題に対処しない限り、これらの疾患による死亡と負荷は増大し続けるで

あろうと予測し、世界保健機関（ＷＨＯ）では、「非感染性疾病への予防と管理に関す

るグローバル戦略」を策定するほか、国連におけるハイレベル会合でＮＣＤが取り上

げられる等、世界的にＮＣＤの予防と管理を行う政策の重要性が認識されている。 
   今後、ＷＨＯにおいて、ＮＣＤの予防のための世界的な目標を設定し、世界全体で

ＮＣＤ予防の達成を図っていくこととされている。 
 
（３）社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

乳幼児期から高齢期まで、全てのライフステージにおいて、心身機能の維持及び

向上に取り組む。 
 
（４）健康を支え、守るための社会環境の整備 

個人の健康は、家庭、学校、地域、職場等の社会環境の影響を受けることから、国

民が主体的に行うことができる健康増進の取り組みを総合的に支援していく環境の

整備。 
 
（５）栄養・食生活、身体活動・運動、休養、喫煙、飲酒及び歯・口腔の健康に関する生

活習慣及び社会環境の改善 
    対象ごとの特性やニーズ、健康課題等の十分な把握を行う。 
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２．計画の性格 
   この計画は、町民の健康の増進を図るための基本的事項を示し、推進に必要な方策

を明らかにするものです。 
   この計画の推進にあたっては、国の「国民の健康の増進の総合的な推進を図るため

の基本的な方針」を参考とし、また、保健事業の効率的な実施を図るため、医療保険

者として策定する高齢者の医療の確保に関する法律に規定する陸別町国民健康保険特

定健康診査等実施計画と整合性を図ることで、医療保険者として実施する保健事業と

事業実施者として行う健康増進事業とを効率的に推進します。 
   同時に、今回の目標項目に関連する法律及び各種計画との十分な整合性を図るもの

とします（表１）。 
 

表 1 
法律 北海道が策定した計画 陸別町が策定した計画 
健康増進法 北海道健康増進計画 

「すこやか北海道 21」 
健康日本 21 りくべつ 
（第 2 次） 

次世代育成対策推

進法 
北の大地☆子ども未来づくり

北海道計画 
陸別町次世代育成支援対策

推進後期行動計画 
食育基本法 北海道食育推進計画（第 3 次） 

「どさんこ食育推進プラン」 
（健康日本 21 りくべつ） 
 

がん対策基本法 北海道がん対策推進計画 （健康日本 21 りくべつ） 
 

介護保険法 北海道高齢者保健福祉計画・

介護保険事業支援計画 
陸別町高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画 
高齢者の医療の確

保に関する法律 
北海道医療費適正化計画 陸別町国民健康保険特定健

康診査等実施計画 

歯科口腔保健の推

進に関する法律 
北海道歯科保健医療推進計画 （陸別町次世代育成支援対

策推進後期行動計画） 

 
３．計画の期間 

この計画の目標年次は平成 34 年度とし、計画の期間は平成 27 年度から平成 34 年度

までの 8 年間とします。 
 

４．計画の対象 
   この計画は、乳幼児期から高齢期までライフステージに応じた健康増進の取り組み

を推進するため、全町民を対象とします。 
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第Ⅰ章 陸別町の概況と特性 

１．町の概要 

（１）位置・地勢 
陸別町は、北海道東部のほぼ中央に位置し、女満別、釧路、帯広の各空港からもほ

ど近く、道東の各観光地へ至る道路網も整備され、移動はスムーズです。 
   十勝川温泉、温根湯、美幌峠、摩周湖の各観光地と阿寒、大雪国立公園・オホーツ

ク・知床世界自然遺産など、道東の各観光地としては 適な地にあります。 
 
（２）自然条件 
   陸別町は、北海道東部の内陸部に位置するため、典型的な内陸的気象圏に属し、冬

季には氷点下３０度を超えることもある酷寒の町です。年間を通じて７０度になる寒

暖の差は、澄み切った満点の星空をつくります。小高い山に囲まれた陸別町の風景は、

四季折々の自然の変化によりつくり出されています。阿寒の眺望がたのしめるカネラ

ン峠や、道内でも貴重な天然優良林であるふれあいの森、ナキウサギが生息する北稜

岳など、豊かな自然に包まれた町です。災害が少ないことも特徴です。 
 
（３）沿革 
   明治３５年、医人として名を成し遂げた関寛斎が理想の農村建設を夢に、現在の関

地区に開拓の鍬をおろしたのが、今日の陸別を築く基となりました。 
   明治 39 年、北見に通じる地方道の竣工と同４３年国鉄網走本線（後に北海道ちほく

高原鉄道株式会社＝ふるさと銀河線（平成 18 年 4 月 20 日廃線））の開通により、林業

が栄え、畑地の開拓が進められてきました。 
   大正 8 年、足寄地３村戸長役場から分離し、淕別外１村戸長役場（１，０１１世帯・

４，３０６人）が設置され、陸別町は、この時をもって開町とし、同１２年、２級町

村制により村名を淕別村と改称しました。 
   また、昭和２３年に釧路国支庁から十勝支庁に編入し、同２４年淕別村を陸別村に

改称しました。同２６年、西足寄町斗満地区を合併し、同２８年に陸別町として町制

を施行しました。平成３０年には開町１００年の節目の年を迎えます。 
 

 
 
 
 
 



2. 健康に関する概況

 

人数（人） 人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）

2,643 5,475,176 ー 124,852,975 ー

959 1,356,131 24.8 29,020,766 23.2

524 669,235 12.2 13,989,864 11.2

435 686,896 12.5 15,030,902 12.0

930 1,932,595 35.3 42,411,922 34.0

754 2,186,450 39.9 53,420,287 42.8

12 18,138 50.3 356,741 48.3

8 9,464 26.2 196,476 26.6

9 5,082 14.1 120,238 16.3

0 694 1.9 14,324 1.9

4 1498 4.2 24,765 3.4

0 1,206 3.3 25,965 3.5

1人 8487人 14.9% 184547人 14.7%

0人 5464人 18% 122749人 18.7%

1人 3023人 11.3% 61798人 10.4%

143人 266,537人 18.6% 5,457,084人 17.6%

5人 2,852 0.3% 59,189 0.3%

1人 5,062 0.5% 108,917 0.4%

3,300円 4,631円 4,972円

568人 706,307人

827,816円 1,081,083円

410,727,330円 763,576,332

304 312,973 34.4% 7,070,203 32.4%

349 348,381 38.3% 8,165,826 37.4%

210 247,949 27.3% 6,594,544 30.2%

17人 3,239人 26.6% 104,838人 22.2%

12人 39,292人 7.2 1,050,806人 8.3

2人 3,804人 9.7 100,378人 9.5

は北海道より課題

表１  社会保障の視点で見た医療保険者（陸別町）の特徴

早世予防からみた死
亡（65歳未満）

(H23人口動態調査）

人口構成
（Ｈ22年国勢調査）

平均寿命
（H22厚労省）

1.8%

0%

合計

女性

自殺

　　　国保の状況
（Ｈ24年度ＫＤＢ帳票
1）

特定健診・特定保健
指導
(平成24年度特定健診・特
定保健指導実施結果集計
表）

同規模123位

出生 出生数（出生千対）

44.0%

24.3%

32.7%

863

65～74歳

（H24年人口動態調査）

4.7

4,162,789人

道内38位
36.4%全国39位26.7%

41.5%

236人 159,007人

16.6
低体重児出生率
（出生百対）

特定保健指導終了者（実施率

健診受診者

受診率

0.1%

14.4%

5.2%

0.3%

26,217円

40.4%

22,429円
道内32位

一人当たり医療費

86.3

29.2%

35.2%

同規模33位

1人あたり医療費

医療費総額（千円）

新規認定者

加入者（年度平均）

30,366円

項目

女性

がん

心臓病

1

2

3

死亡の状況
（Ｈ23年人口動態）

16.5

糖尿病

男性

脳疾患

65～74歳

75歳以上

総人口

65歳以上（高齢化率）

北海道 全国

19.8

割合（％）

36.3

陸別町

40～64歳

死
因

男性

28.539歳以下

0.0

86.5

腎不全

35.2

79.6

86.4

79.2

12.1

0.0

78.4

24.2

27.3

36.4

第5期保険料額（月額）

被保険者数 909,303

26.6%

40～64歳

加入率

39歳以下

21,830,573

14904992人後期高齢者医療
（Ｈ24年度後期高齢
者医療事業状況報

告）

919,452円

13,704,425,633

全道
160位

全国
3位

　　　　　　KDB H24年度（累計）

7

8

ー

4

5

6

           介護保険

（H24介護保険事業状況
報告）

1号認定者数（認定率）

2号認定者
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（１）人口構成 
陸別町の総人口は毎年減少しており、平成 17 年と平成 22 年の国勢調査を比較する

と 306人減少しています。平成 22年の国勢調査で比較すると、陸別町の高齢化率 36.2%
は全国の割合より 10％以上高く、平成 26 年１月現在では 36.8％と十勝管内 19 市町村

の中で 2 番目に高い状況です。生産年齢人口（15～64 歳）・年少人口（0 歳～14 歳）

ともに総人口に占める割合が全国・北海道より低く、少子高齢化がますます進んでい

ます。（表 1）。今後はさらにその傾向が強まると予測されます（図１）。 
 

図 1  人口の推移と推計（平成 25 年 3 月推計） 

385 320 260 218 185 154

686

580
500

407
340

289

1,222

1,084

930

783

681
608

518

475

435

424

383

293

403

497

525

543

550

564

28.5

32.8

36.2

40.7

43.6
44.9

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

平成12年国政調査

平成17年国政調査

平成22年国政調査

平成27年将来推計人口

平成32年将来推計人口

平成37年将来推計人口
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0～14歳 15～39歳 40～64歳 65～74歳 75歳以上 高齢化率

(人） （%）

 
      資料：将来推計人口～国立社会保障・人口問題研究所「日本の市区町村別将来推計人口」 

 
（２）死亡 

陸別町の主要死因は、１位悪性新生物、2 位脳血管疾患となっています。主要死因の

4 年間の変化では心疾患の死亡率が上昇しています（表 2） 
また、標準化死亡比※では、男女の脳血管疾患と腎不全、男性の悪性新生物が全国よ

りも高くなっています（表３）。特に脳血管疾患と腎不全は北海道、十勝管内でも高い

状況です。 
早世（64 歳以下）死亡の人数及び割合は、全国、北海道と比べて低くなっています

（表 1）。 
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表２ 主要死因の経年変化             ( )内は人口 10 万対の人数 

 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 
第 1 位 悪性新生物 

11 人（391.3）
悪性新生物 
10 人（358.4） 

悪性新生物 
16 人（605.4） 

悪性新生物 
15 人（555.6） 

第 2 位 脳血管疾患 
9 人（320.2） 

脳血管疾患 
7 人（250.9） 

心疾患 
10 人（378.4） 

心疾患 
14 人（518.5） 

第 3 位 心疾患 
8 人（284.6） 

不慮の事故 
5 人（179.2） 

脳血管疾患 
9 人（340.5） 

肺炎 
7 人（259.3） 

第 4 位 肺炎 
5 人（177.9） 

肺炎 
4 人（143.4） 

不慮の事故 
3 人（113.5） 

脳血管疾患 
6 人（222.2） 

第 5 位 老衰 
2 人（71.1） 

老衰 
3 人（107.5） 

老衰 
3 人（113.5） 

老衰 
2 人（74.1） 

                     資料：十勝地域保健情報年報（平成 20～23 年実績） 

 
 
表 3 標準化死亡比（ＳＭＲ）※ 

 悪性新生物 脳血管疾患 心疾患 自殺 腎不全 肺炎 

男 105.9 136.2 88.6 92.5 130.6 90.6 
女 85.7 129.0 89.8 49.5 221.0 71.7 
計 98.7 132.9 89.2 80.8 173.0 83.1 

資料：北海道における主要死因の概要８（平成 15 年～24 年北海道健康づくり財団発行） 

 
※標準化死亡比（ＳＭＲ）：地域の年齢構成を均一にした死亡率で、全国を 100 とし、それより大きい場合

は全国に比べ死亡率が高いことを意味する。 
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（３）介護保険 
   平成 24 年度における陸別町の介護保険の第１号被保険者の要介護（支援）認定率は

14.9%であり全国（17.6％）、北海道（18.6％）より低くなっています（図 2） 
 要介護（支援）認定者数は平成 20～24 年度で、130～140 人台で推移しています。 

   介護給付費は平成20～24年度の５年間で1.6億円から2億円へと増加しています（表

4）。 
 

図２ 要介護（支援）認定者数び認定率の推移 
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                                資料：介護保険情報年報 

 
 表 4 介護給付費の推移 

 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 
介護給付費 1.6 億円 2.0 億円 1.9 億円 2.0 億円 2.0 億円 

資料：介護保険情報年報 

 
陸別町の介護保険で要介護（支援）認定を受けた人の状況は、軽度者は全国、全道よ

りも低く、重度者は高い状況になっています（表 5）。 
また、第２号被保険者の認定者は、0～3 人で推移しています（表 6）。 
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表 5  介護度別認定者数（平成 24 年度末） 
総数 
  合計 要支援 

１ 

要支援 

2 

要介護 

1 

要介護 

2 

軽度 要介護 

3 

要介護 

4 
要介護 

5 
重度 

陸別町 人数 138 25 5 34 22 86 19 14 19 52 

 ％ 100 18.1 3.6 24.6 15.9 62.3 13.7 10.1 13.7 37.6 

北海道 人数 273,330 43,265 38,055 57,746 46,656 185.722 30,532 28,846 28,230 87,608

 ％ 100 15.8 13.9 21.1 17.1 67.9 11.2 10.6 10.3 32.1 

全国 人数 5,610,950 764,060 765,566 1,045,616 989,397 3,564,639 743,276 691,749 611,286 2,048,311 

 ％ 100 13.6 13.6 18.6 17.6 63.5 13.2 12.3 10.9 36.5 

資料：介護保険情報年報 

 
 
表 6 第２号被保険者 
 合計 要支援１ 要支援2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

Ｈ20 年度 3    1 2   
Ｈ21 年度 2     2   
Ｈ22 年度 3   1  2   
Ｈ23 年度 0        
Ｈ24 年度 1    1    

資料：介護保険情報年報 

 
（４）後期高齢者医療 

陸別町の後期高齢者の１人あたりの医療費は、全国や全道と比較して、低い費用に

なっています。（表１） 
 
 
（５）国民健康保険 
   陸別町の国民健康保険加入率は 32.0％で、全国（29.7％）や北海道（28.5％）と比

較して、加入率が高くなっています。また、１人あたりの医療費は、30,629 円で全国

や北海道と比べて高くなっています。（表１） 
国保加入者のうち、約 3 割が前期高齢者（65～74 歳）ですが、今後は高齢化の進展

により、高齢者の占める割合が大きくなることが予測されます。一般的に高齢者にな

るほど、受療率は高くなり、医療費も増大するため、予測可能な生活習慣病の発症予

防と重症化予防に努める必要があります。 
   陸別町の国民健康保険加入者の１人あたりの医療費は、全国や全道と比較して高い
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費用で、今後の動向を注視するとともに、予防可能な生活習慣病の予防に一層力を入

れていく必要があります。 
 
 
（６）健康診査等 
   生活習慣病の発症予防、重症化予防の も重要な取組である、医療保険者による特

定健康診査・特定保健指導は、平成 24 年度の法定報告で、受診率 44.0％、保健指導実

施率は 41.5％で、全国、全道に比べると高いのですが、国の目標には遠い状況です（表

1）。 
   特定健康診査の結果については、腹囲・ＢＭＩ・ＡＴＬ（ＧＰＴ）・ＨＤＬ・血糖値・

ＨｂＡ１ｃ・尿酸・収縮期血圧・拡張期血圧・尿蛋白が、全道の平均値より高くなっ

ています（表 6）。 
   いずれも食生活（炭水化物、蛋白質、飲酒）との関連が深い検査項目であるため、

今後の保健指導の内容について、検討が必要になります。 
   陸別町では、高齢者の医療の確保に関する法律の中で努力義務となっている３０歳

～３９歳までの町民にも、健康診査を実施できる体制を整えています。 
   健康診査の機会を提供し、保健指導を実施することにより、生活習慣病の発症予防、

重症化予防に繋げることが、今後も重要だと考えます。 
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表６ 平成 24 年度陸別町国保特定健康診査 健診有所見状況（北海道・十勝・陸別町） 
 

北海道 十勝 陸別町 
受診者数 Ａ 236,267 20,541 238 

Ｂ 71,099 6,487 79 腹囲 
Ｂ／Ａ 30.1% 31.6% 33.2% 
C 66,909 6,431 88 ＢＭＩ 
C／Ａ 28.3% 31.3% 37.0% 
Ｅ 37,461 3,558 51 ALT（GPT）
Ｅ／Ａ 15.9% 17.3% 21.4% 
Ｆ 12,195 1,173 24 

摂取エネル

ギー 

HDL 
Ｆ／Ａ 5.2% 5.7% 10.1% 
Ｇ 54,121 6,332 85 血糖 
Ｇ／（＊1） 28.8 31.8% 35.9% 
H 127,384 12,583 160 HbA1c 
H／（＊1） 54.5 62.0% 67.2% 
Ｉ 15,552 1,017 33 尿酸 
Ｉ／（＊1） 8.9% 10.1% 13.9% 
Ｊ 107,167 8,480 112 収縮期血圧 
Ｊ／Ａ 45.4% 41.3% 47.1% 
Ｋ 44,953 3,310 70 

血管を傷つ 
ける 

拡張期血圧 
Ｋ／Ａ 19.0% 16.1% 29.4% 
Ｌ 128,429 11,135 115 内臓脂肪症候群

以外の動脈硬化 

ＬＤＬ 
Ｌ／Ａ 54.4% 54.2% 48.3% 
Ｍ 9,445 954 10 尿蛋白 
Ｍ／Ａ 4.0% 4.6% 4.2% 
Ｎ 1,711 108 2 

臓器障害 

クレアチニ 
ン Ｎ／（＊1） 0.9% 1.1% 0.9% 

資料：北海道国保連合会「様式 6-2 健診有所見者状況（総数）」より 
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（7）出生 
   陸別町の出生率は、全国・全道より低い状況です。（表１） 
   近年、出生の時の体重が、2,500ｇ未満の低出生体重児については、神経学的・身体

的合併症の他、成人後に糖尿病や高血圧等の生活習慣病を発症しやすいとの報告が出

されてきました。 
   陸別町の低出生体重児は、毎年１～２人みられます。妊娠前・妊娠期の心身の健康

づくりを行う必要があります（図１） 
 
  図 1  出生数及び出生時の体重が 2,500ｇ未満の出生割合の年次推移 
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資料：十勝地域保健情報年報（平成 20 年～23 年実績） 
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３．町の財政状況に占める社会保障費 

陸別町においては、平成２４年度の財政状況において、医療、介護の社会保障費が 5
億円となっています（図 1） 

  今後さらに高齢化が急速に進展する中で、いかに陸別町の社会保障費の伸びを縮小す

るかが、大きな課題となってきます。 
  序章でも触れたように、疾病による負担が極めて大きな社会の中で、町民一人一人の

健康増進への意識と行動変容への取り組みが支援できる、質の高い保健指導が求められ

てきます。 
 
 

図１ 陸別町の財政状況と社会保障 
歳入（一般会計） 
38 億円（H25 予算） 

歳出（一般会計） 
36 億円（H25 予算） 

1 位 地方交付税 
25.9 億円（66.7%） 

1 位 総務費 
7.1 億円（19.5%） 

2 位 町税 
2.8 億円（7.4%） 

2 位 民生費 
5 億円（13.9％） 

3 位 諸収入 
1.8 億円（4.8%） 

3 位 公債費 
4.8 億円（13.2%） 

 
 
      社会保障費 

 医療 介護 合計 
特別会計 
（H25） 

約 
  ３億円 

約 
2 億円 

約 
  5 億円 

うち 
一般会計 

約 
5 千万円 

約 
   3 千万円 

約 
  8 千万円 
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第Ⅱ章 課題別の実態と対策 
 
１．前計画の評価 
 「健康日本２１りくべつ」では、①身体活動・運動、②栄養・食生活、③休養・こころの健康づくり

の３本柱に対して数値指標を設定しました。 
目標達成に向けて取り組んでいたところですが、平成 20 年度から町民健診が国保特定健康診査（40

歳～74 歳までの国保加入者対象）に変わり、指標となる対象集団が変わりました。 
全計画の評価が困難となりましたが、平成 20年度と平成 25年度の国保特定健康診査の結果の比較で、

①身体活動・運動、②栄養・食生活、③休養・こころの健康づくりの傾向を把握しましたので、提示し

ます（表１）。 
 その結果、①運動習慣のある人は増加、②適正体重を維持している人（BMI25 以上の者）（女性）は

減少しましたが、②適正体重を維持している人（BMI25 以上の者）（男性）は増加し、③十分な睡眠が

とれている人は減少しています。 
 また、全ての項目について、北海道・国の数値より、悪い状況にあります。 
 
 
表１ 前計画の評価 

内容 区分
Ｈ16 

年度 

Ｈ20 

年度 

Ｈ25 

年度 

北海道 

H25 年度 

全国 
H25 年度

傾向 

①運動習慣のある人

が増える 
 

22.9％ 18.9% 31.1％ 37.6% 40.1% 増加 

男性 48％ 36.0％ 40.2％ 35.9％ 29.6％ 増加 ②適正体重を維持し

ている人（※BMI25

以上の者の減少） 女性 26％ 30.6% 27.1％ 25.2％ 21.0% 減少 

生活習

慣・社会

環境の

改善 

③十分な睡眠がとれ

ている人の増加 
 54.3％ 

(45.7) 
81.6% 
(18.4) 

76.2％ 
(23.8) 

77.9％ 77.3％ 減少 

※Ｈ16 年度は町民健診（基本健康診査）       
※Ｈ20・25 年度は陸別町国保特定健診 
 
 
 これらの評価を踏まえ、時期運動を推進するための「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための

基本的な方針」で示された目標項目を、表２のように取り組む主体別に区分し、健康増進は、 終的に

は個人の意識と行動の変更にかかっていると捉え、それを支援するための陸別町の具体的な取り組みを

次のように推進します。 

資料：平成 25 年度 ＫＤＢ 
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２．生活習慣病の予防 
 
（１）がん 
①はじめに 
 人体には、遺伝子の変異を防ぎ、修復する機能がもともと備わっていますが、ある遺伝

子の部分に突然変異が起こり、無限に細胞分裂を繰り返し、増殖していく、それが“がん”

です。たった一つのがん細胞が、倍々に増えていき、30 回くらいの細胞分裂を繰り返した

１㎝大のがん細胞が、検査で発見できる宰相の大きさと言われています。30 回くらいの細

胞分裂には 10～15 年の時間がかかると言われています。がんの特徴は、他の臓器にしみ込

むように広がる浸潤と転移をすることです。腫瘍の大きさや転移の有無などのがんの進行

度が、がんが治るか治らないかの境界線で、早期とは５年生存率が８～９割のことをいい

ます。 
がんは遺伝子が変異を起こすもので、原因が多岐にわたるため予防が難しいと言われて

きましたが、生活習慣の中にがんを発症させる原因が潜んでいることも明らかになってき

ました。 
 
②基本的な考え方 
 ⅰ発症予防 
 がんのリスクを高める要因としては、がんに関連するウイルス（Ｂ型肝炎ウイルス〈Ｈ

ＢＶ〉、Ｃ型肝炎ウイルス〈ＨＣＶ〉、ヒトパピローマ〈ＨＰＶ〉、成人Ｔ細胞白血病ウイル

ス〈ＨＴＬＶ－１〉）や細菌（ヘリコバクター・ピロリ菌〈ＨＰＶ〉）への感染、及び喫煙

（受動喫煙を含む）、過剰飲酒、低身体活動、肥満・やせ、野菜・果物不足、塩分・塩蔵食

品の過剰摂取など生活習慣に関連するものがあります（表１）。 
 がんのリスクを高める生活習慣は、循環器疾患や糖尿病の危険因子と同様であるため、

循環器疾患や糖尿病への取り組みとしての生活習慣の改善が、結果的にはがんの発症予防

に繋がってくると考えられます。 
 
 ⅱ重症化予防 
 生涯を通じて考えた場合、２人に１人は一生のうちに何らかのがんに罹患すると言われ

ています。進行がんの罹患率を減少させ、がんによる死亡を防ぐために も重要なのは、

がんの早期発見です。早期発見に至る方法としては、自覚症状がなくても定期的に有効な

がん検診を受けることが必要になります。（表１） 
 
③現状と目標 
 ⅰがんによる死亡の減少 
 高齢化に伴い、がんによる死亡者は今後も増加していくことが予測されています。 
 国は、高齢化の影響を除いた 75 歳未満の年齢調整死亡率を、がん対策の総合的な推進の

評価指標としていますが、年齢調整死亡率は人口規模が小さい町では信頼性が低いため、

陸別町では地域の年齢構成を均一にした標準化死亡比（ＳＭＲ）を評価指標とします。 
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 陸別町におけるがんの標準化死亡比を部位別でみると、男性では食道がん、胃がん、肝

臓がん、膵臓がんが全国と比べて死亡率が高く（表２）、女性では食道がん、胃がん、大腸

がん、子宮がんの死亡率が高いとされています（表３）。その中でも男性の食道がんは、全

国に比べて死亡することが有意に多いとされ課題となっています。 
  
表２ 標準化死亡比（ＳＭＲ）※：男性 

 食道がん 胃がん 大腸がん 肝臓がん 胆嚢がん 膵臓がん 肺がん 

北海道 112.2＊＊ 94.1－＊ 107.4＊＊ 89.0－＊＊ 116.1＊＊ 126.4＊＊ 114.1＊＊ 

陸別町 202.3＊ 118.3 79.9 110.8 59.7 120.9 85.4 

 

表３ 標準化死亡比（ＳＭＲ）※：女性 

 食道がん 胃がん 大腸がん 肝臓がん 胆嚢がん 膵臓がん 肺がん 乳がん 子宮がん

北海道 110.9 93.7－＊ 109.6＊＊ 81.5－＊＊ 109.6＊＊ 126.4＊＊ 119.7＊＊ 105.4＊＊ 99.5 

陸別町 177.3 160.7 142.6 27.2 99.2 76.3 17.0－＊ 31.1 120.9 

 
 

※ 標準化死亡比（ＳＭＲ）：地域の年齢構成を均一にした死亡率で、全国を 100 とし、そ

れより大きい場合は全国に比べ死亡率が高いことを意味します。  
注）＊は有意水準５％で、＊＊は１％、ＳＭＲが有意に高い（つまり、全国に比べ死亡す

ることが有意に多い）ことを 
－＊は５％で、－＊＊は１％、ＳＭＲが有意に低いことを、それぞれ表す（北海道にお

ける主要死因の概要８）。 
 
 
ⅱ７５歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少 
 平成 20 年～平成 24 年までの陸別町の 75 歳未満のがん死亡者数を見ると、がん死亡の中

でも検診による死亡率の減少効果があるとされている、胃、肺、大腸、子宮頸部、乳がん

の５大がんでの死亡者数は５年間で８人です（表４）。 
 
表４ 75 未満のがんによる死亡状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 合計 
胃 1 2 1 4
肺 1 1
大腸 1 1 2
子宮 
乳 1 1

早
期
に 

発
見
有
効 

小計 1 2 1 1 3 8
肝臓 
食道 1 1 1 3
すい臓 1 1 1 3
前立腺 0
白血病 1 1
その他 0

７
５
歳
未
満
の
死
亡
者
数 

そ
の
他 

小計 1 1 3 1 1 7
総数 2 3 4 2 4 15

 保健福祉センター調

資料：北海道における主要死因の概要８ 

資料：北海道における主要死因の概要８ 
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今後も、循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病対策と同様、生活習慣改善による発症予

防や健診受診率の向上による重症化予防に努めることにより、75 歳未満のがんの死亡者数

の減少を図ります。 
 

 
 ⅲがん検診の受診率の向上 
 がん検診受診率と死亡率減少効果は関連性があり、がんの重症化予防は、がん検診によ

り行われています。 
 現在、有効性が確立されているがん検診の受診率向上を図るために、様々な取り組みと、

精度管理を重視したがん検診を今後も推進します。 
 検診が有効とされているがん検診の受診率について、陸別町の状況をみると、年々微増

傾向にあります（表５）。胃・肺・大腸がん検診については、陸別町国保特定健康診査と同

日実施をしており、陸別町国保特定健康診査の受診率も年々増加していることが、がん検

診受診率向上の要因として考えられます。 
 
 
表５ 陸別町のがん検診受診率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、次期がん対策基本計画案で示された６９歳を上限とする受診率では、肺がん検診

のみ平成２８年度の目標値を達成していますが、その他は目標値を下回っており、受診率

向上に向け大きな努力が必要です。（表６） 
しかし、把握しているのは町実施分のみの受診数であるため、今後は可能な範囲で職場

健診や医療機関での個人受診の情報を収集して、より正確な受診率を評価の指標としてい

きます。 

資料：平成20～23年度 地域保健・健康増進事業報告 

陸別町のがん検診受診率の推移
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表６ 陸別町のがん検診受診率の推移と次期が国の目標値との比較        （％）       

がん対策推進基本計画 
（Ｈ１９－Ｈ２３年度末） 

H23 年度 
69歳以下 

 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 受診率 

次期がん対策 
推進基本計画 
目標値（H25-H28）

国 10.2 10.1 9.6 9.2 
道 11.8 11.8 11.8 10.8 胃がん 

陸別町 21.3 23.1 26.3 27.7 
36.1 40（当面） 

国 21.6 17.8 17.2 17.0 
道 11.8 11.9 12.1 11.5 肺がん 

陸別町 21.9 24.7 29.7 44.3 
50.1 40（当面） 

国 16.1 16.5 16.8 18.0 
道 13.7 14.3 14.5 15.9 大腸がん 

陸別町 20.7 23.1 27.4 33.6 
38.5 40（当面） 

国 19.4 21.0 23.9 23.9 
道 28.8 30.3 36.0 29.2 子宮がん 

陸別町 21 22.6 26.2 26.6 
17.0 50 

国 14.7 16.3 19.0 18.3 
道 22.5 27.9 32.4 25.4 乳がん 

陸別町 22.7 25.1 29 35.7 
18.9 50 

資料：平成20～23年度 地域保健・健康増進事業報告 

 
 

がん検診で、精密検査が必要となった人の精密検査受診率は、がん検診に関する事業評

価指標の一つとなっています。 
陸別町の精密検査受診率（平成 25 年度地域保健・健康増進事業報告より）は、全て許容

値（※）を超えていますが、胃・大腸・乳がん検診においては目標値（※）である 90％に

届いていません。がん検診の目標は早期発見・早期治療です。今後も精密検査受診率の向

上を図っていく必要があります。 
 
※「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」に精密検査受診率の目標

値（90％以上）・許容値（胃・肺・大腸・子宮がん検診は 70％以上、乳がん検診は 80％
以上）が示され、値が高いとがん発見を高める。 

 
 
 
④対策 
 ⅰがん発症予防の施策 

◇がんの発症を予防する知識と生活習慣についての普及啓発 
・健康教育・健康相談 
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◇ウイルス感染によるがんの発症予防の施策 
・子宮がん予防ワクチン接種（中学１年生に相当する年齢の女性 ※定期予防接種） 

 ・肝炎ウイルス検査（４０歳以上） 
 ・ＨＴＬＶ－１抗体検査（妊娠期） 
 
 ⅱがん検診受診率向上の施策 
 ・対象者への個別案内、広報などを利用した啓発 
 ・地区の健康相談・健康教育での啓発 
 
 ⅲがん検診によるがんの重症化予防の施策 
 ・胃がん検診（４０歳以上）       
 ・肺がん検診（４０歳以上）       
 ・大腸がん検診（４０歳以上） 

・子宮頸がん検診（２０歳以上の女性） 
 ・乳がん検診（４０歳以上の女性） 
 

ⅳがん検診の質の確保に関する施策 
 ・精度管理項目を遵守できる検診機関の選定 
 ・肺がん検診については、低線量ヘリカル CT 検査の実施 
 ・要精検者に対して、がん検診実施機関との連携を図りながら精密検査の受診勧奨 
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（２）循環器疾患 
 
①はじめに 
 脳血管疾患と心疾患を含む循環器疾患は、がんと並んで主要死因の大きな一角を占めて

います。これらは、単に死亡を引き起こすのみではなく、急性期治療や後遺症治療のため

に、個人的にも社会的にも負担は増大しています。 
 循環器疾患は、血管の損傷によって起こる疾患で、予防の基本は危険因子の管理であり、

確立した危険因子には、高血圧、脂質異常、喫煙、糖尿病の４つがあります。 
 循環器疾患の予防は、これらの危険因子に関して検診データを複合的、関連的に見て、

改善を図っていく必要があります。 
なお、４つの危険因子のうち、高血圧と脂質異常については、この項で扱い、糖尿病と

喫煙については別項で記述します。 
 
②基本的な考え方 
 ⅰ発症予防 
 循環器疾患の予防において重要なのは危険因子の管理で、管理のためには関連する生活

習慣の改善が も重要です。 
 循環器疾患の危険因子と関連する生活習慣には、栄養、運動、喫煙、飲酒がありますが、

町民一人一人がこれらの生活習慣改善に向けた取り組みを考えていく科学的根拠となるデ

ータは、健康診査の受診結果によってもたらされるため、特定健康診査の受診率向上対策

が重要になってきます。 
 
 ⅱ重症化予防 
 循環器疾患における重症化予防は、高血圧症及び脂質異常症の治療率を上げることです。

どれほどの値であれば治療を開始する必要があるかなどについて、自分の身体の状態を正

しく理解し、段階に応じた予防ができることへの支援が重要です。 
 また、高血圧症及び脂質異常症の危険因子は、肥満を伴わない場合にも多く認められる

ことから、肥満の有無に関係なく保健指導を実施していくことが必要になります。 
 
③現状と目標 
ⅰ脳血管疾患の年齢調整死亡率の減少 
（国：脳血管疾患の年齢調整死亡率の減少（10 万人当たり）） 
 高齢化に伴い、脳血管疾患の死亡者は今後も増加していくことが予測されます。国は高

齢化の影響を除いた年齢調整死亡率を循環器疾患対策の総合的推進の評価指標としていま

すが、年齢調整死亡率は人口規模が小さいと統計学的に信頼性が低いため、陸別町では年

齢構成を均一にした標準化死亡比（ＳＭＲ）と７５歳未満死亡者数を評価指標とします。 
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脳血管疾患の標準化死亡比は、男女ともに全国より高く、北海道と比べても高くなってい 
ます（表１）。また男女総合では、全国に比べて死亡することが有意に多い状況となってい 
ます。 

75 歳未満の脳血管死亡者数は横ばい傾向です（表２）。病態別では、脳梗塞が多い実態に

あります（表３）。 
 

 
表１ 脳血管疾患における標準化死亡比（ＳＭＲ）の比較 

 男女総合 男性 女性 
北海道 93.4－＊＊ 94.9－＊＊ 92.1－＊＊ 
陸別町 132.9＊ 136.2 129.0 

 
 
表２ ７５歳未満の脳血管疾患死亡数 
 
 
 
 
 
 
表３ 脳血管疾患死亡数（病態別） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 脳梗塞発症者の基礎疾患としては、高血圧が も多く、糖尿病や脂質異常症を併せ持つ

人も多くいます。基礎疾患の治療率を挙げるためにも、未受診者対策が重要になります。  
健康寿命の延伸のためにも、治療中の有無に関わらず、毎年特定健康診査や特定保健指

導を受けるなどし、脳血管疾患の発症予防に努めていくことが重要です。さらに脳血管疾

患をすでに発症している人は再発することで重症化しやすいので、再発予防が必要です。

そのためには医療機関との連携も重要と考えます。 

年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度

死亡数 7 9 6

再掲）７５歳未満 0 1 0

再掲）６５歳未満 1 0 0

 

年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 

総数 7 9 6

脳梗塞 5 5 4

脳出血 1 4 0

くも膜下出血 1 0 1

その他 0 0 1

 

資料：十勝地域保健情報年報 

資料：十勝地域保健情報年報 

資料：北海道における主要死因の概要８
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 現在壮年層を対象に行われている保健事業は、制度間のつながりがないことから、地域

全体の健康状態を把握できなかったり、退職後の保健事業が継続できないといった問題が

指摘されていますが、継続的・包括的な保健事業が展開できるよう、地域保健と職域保健

の連携を推進する必要があります。 
 
 
ⅱ虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少 

虚血性心疾患についても脳血管疾患と同様に、年齢調整死亡率ではなく、年齢構成を均

一にした標準化死亡比（ＳＭＲ）と 75 歳未満死亡者数を評価指標とします。 
虚血性心疾患の標準化死亡比は、全国より低く、北海道と比べても低くなっていますが

（表４）、虚血性心疾患死亡数は増加傾向にあります（表５）。 
 
 
表４ 虚血性心疾患脳血管疾患における標準化死亡比（ＳＭＲ）の比較 

 男女総合 男性 女性 
北海道 87.6－＊＊ 102.7＊＊ 101.9＊＊ 
陸別町 85.0 78.2 94.8 

 
 
表５ ７５歳未満の心疾患死亡数 

 
 
 
 
 
  

 
 
循環器疾患の中でも、今後は、特に虚血性心疾患への対策が重要になりますが、平成 20

年度から開始された医療保険者による特定健康診査では、心電図検査については、詳細な

健康診査項目となり、その選定方法については省令で定められています。 
 陸別町が行う国保特定健康診査では、心疾患を見逃すことがないよう、特定健康診査受

診者全員に心電図検査を加え実施しています。 
 平成 25 年度の心電図検査全受診者 252 人中、45 人（17.9％）に異常が認められ、その

うち 10 人（18.2％）は心筋虚血など、重症化すれば高額な医療費が必要となる疾患や、重

症な脳梗塞に結びつきやすい心房細動などが発見されています。 

年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 

死亡数 2 10 14

再掲）７５歳未満 1 9 14

再掲）６５再未満 1 1 0

 資料：十勝地域保健情報年報 

資料：北海道における主要死因の概要８
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 今後も特定健康診査全ての受診者に心電図を実施することで、心疾患の発症を見逃すこ

となく、重症化予防に繋げることができると考えます。 
 
 
ⅲ高血圧の改善 
 高血圧は、脳血管疾患の虚血性心疾患などあらゆる循環器疾患の危険因子であり、循環

器疾患の発症や死亡に対しては、他の危険因子と比べるとその影響は大きいと言われてい

ます。 
 陸別町では、特定健康診査の結果に基づき、国が階層化した特定保健指導対象者（いわ

ゆるﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ・ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ予備群）のみでなく、平成 21 年度から結果説明会の

場を設け、受診者全員に保健指導を実施しています。 
その結果、重症化しやすいⅡ度高血圧以上の方は減少傾向にあります（図１）。また、平

成 23 年度以降はⅡ度高血圧以上高血圧で未治療の方はいません。 
今後は高血圧ガイドラインに記載されている「血圧に基づいた脳心血管リスク階層」な

どに基づき、継続した保健指導で重症化予防を図っていくことが必要です。 
 

図１ 陸別町国保特定診査受診者の高血圧の状況 

未治療 治療

57 41 56 14 6

32.8% 23.6% 32.2% 70.0% 30.0%

5 1

83.3% 16.7%

76 56 57 15 8

35.8% 26.4% 26.9% 65.2% 34.8%

5 1

83.3% 16.7%

111 63 49 10 8

46.1% 26.1% 20.3% 55.6% 44.4%

1 1

50.0% 50.0%

94 57 61 8 8

41.2% 25.0% 26.8% 50.0% 50.0%

0 1

0.0% 100.0%

114 57 43 9 10

48.9% 24.5% 18.5% 47.4% 52.6%

0 2

0.0% 100.0%

228

241

年度

H20

H21

H22

H23

174

212

再)Ⅲ度高血圧

健診
受診者

正常
正常高

値
Ⅰ度

高血圧
再掲Ⅱ度高血圧以上

20

23

6

11.5%

10.8%

3.4%

6

18

16

1

2.8%

7.5%

7.0%

2

0.8%

0.4%

H24

233
19

8.2%

2

0.9%

11.5%

10.8%

7.5%

7.0%

8.2%

3.4%

2.8%

0.8%

0.4%

0.9%

 

 
 
 
ⅳ脂質異常症の減少 
 脂質異常症は冠動脈疾患（心筋梗塞、狭心症など）の危険因子であり、特に総コレステ

ロール及びＬＤＬコレステロールの高値は、脂質異常症の各検査項目の中で も重要な指

標とされています。 

資料：平成 20～24 年度陸別町国保特定健康診査結果 
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 冠動脈疾患の発症・死亡リスクが明らかに上昇するのはＬＤＬコレステロール 160ｍｇ／

ｄｌに相当する総コレステロール値 240ｍｇ／ｄｌ以上からが多いとされています。 
 ⅲ高血圧の改善でも延べましたが、平成 21 年度から結果説明会を設け、受診者全員に保

健指導を実施しています。 
その結果、ＬＤＬコレステロール 160ｍｇ／ｄｌ以上の方は減少傾向にありますが、国の

34 年度の目標値である 7.7％には届いていません（図２）。また、治療状況の内訳を見ると、

未治療者の割合が多いことがわかります。 
 
平成 24 年 7 月に発行された「動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012」の中では、動脈

硬化性疾患の予防・治療において、関連疾患を踏まえた対応は不可欠であることから、生

活習慣病関連の８学会とともに、「動脈硬化性疾患予防のための包括的リスク管理チャー

ト」が作成され、発症予防のためのスクリーニングからリスクの層別化、各疾患の管理目

標値、治療法などが一元化されました。 
今後は「動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012」に基づき、検査項目や保健指導対象者

の見直し等を行い、対象者の状況に合わせた指導を実施していくことが重要になります。 
 
 
 
図２ 陸別町国保特定診査受診者の LDL-C の状況 

未治療 治療

71 44 35 24 0

40.8% 25.3% 20.1% 100.0% 0.0%

5 0

100.0% 0.0%

96 52 41 20 3

45.3% 24.5% 19.3% 87.0% 13.0%

4 2

66.7% 33.3%

113 62 48 16 2

46.9% 25.7% 19.9% 88.9% 11.1%

3 0

100.0% 0.0%

110 56 43 15 4

48.2% 24.6% 18.9% 78.9% 21.1%

4 1

80.0% 20.0%

121 49 41 19 3

51.9% 21.0% 17.6% 86.4% 13.6%

4 2

66.7% 33.3%

7.5%

8.3%

3

1.2%

2.9%

140～
159

年度

H20

H21

H22

2.8%

212

174

6

10.8%

23

5

13.8%

2.6%

2.2%

再掲160以上

再)180以上

24

18

19

5

9.4%

H23

120～
139

健診
受診者

120未満

228

241

H24

233
22

6

13.8%

10.8%

7.5%

8.3%

9.4%

2.9%

2.8%

1.2%

2.2%

2.6%

 

 
 
 
 
 

資料：平成 20～24 年度陸別町国保特定健康診査結果
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ⅴメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少 
 メタボリックシンドロームと循環器疾患との関連は証明されており、平成 20 年度から始

まった生活習慣病予防のための特定健康診査では、メタボリックシンドローム該当者及び

予備群の減少が評価項目の一つとされました。 
 平成 20 年度からの陸別町国保特定健診受診者におけるメタボリックシンドローム該当

者・予備群の変化を見ると、予備群は減少していますが、該当者は増加傾向にあります。 
 また、平成 24 年度までの達成目標とされていた「平成 20 年度と比べて 10％の減少」に

ついては達成できていません。平成 27 年度の目標値である 25％減少に向けて、保健指導の

取り組みをさらに強化していくことが必要です（表６）。 
 
 
表６ メタボリックシンドロームの該当者・予備群の推移 

年度 対象者数

特定 
健康診査

受診者数

特定 
健康診査

受診率 

特定保

健指導

実施率 

メタボ

該当者 
割合 

メタボ

予備群
割合 

Ｈ20 年度 565 174 30.8 19.0 27 15.5 26 14.9 
Ｈ21 年度 571 208 36.4 22.2 35 16.7 36 17.1 
Ｈ22 年度 571 234 41.0 53.1 38 16.2 31 13.2 
Ｈ23 年度 555 238 42.9 41.7 38 16.0 26 10.9 
Ｈ24 年度 542 238 43.9 45.0 44 18.5 26 10.9 

Ｈ22 北海道 964,786 218,140 22.6 28.0 34,523 15.1 25,597 11.2 
H22 全 国 － － 32.0 19.3 － － － － 

 
 
 
 
ⅵ特定健診診査・特定保健指導の実施率の向上 
 平成 20 年度から、メタボリックシンドロームに着目した健診と保健指導を医療保険者に

義務付ける、特定健康診査・特定保健指導の制度が導入されました。 
 特定健康診査・特定保健指導の実施率は、生活習慣病対策に対する取り組み状況を反映

する指標として設定されています。 
 陸別町では、受診率、実施率ともに、国、道より高い状態で推移しており、毎年受診率

は上がっていますが、目標の 60％には達していない状況です（表６）。 
今後は、未受診者対策や、健診後の保健指導の充実を図り、発症予防、重症化予防への

施策が重要です。 

資料：北海道国保連合会法定報告
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④対策 
ⅰ健康診査及び特定健康診査受診率向上の施策 
 ・対象者への個別案内、広報などを利用した啓発 
 ・医療機関との連携 
 
ⅱ特定保健指導対象者を明確にするための施策 
 ・健診対象者年齢の拡大（若年層 30～39 歳） 
 ・陸別町国保特定健康診査 
 
ⅲ循環器疾患の発症及び重症化予防のための施策 
 ・健康診査結果に基づく町民一人ひとりの自己健康管理の積極的な推進 
 ・特定保健指導及び発症リスクに基づいた保健指導（高血圧、脂質異常症、糖尿病のみ

でなく、慢性腎臓病（ＣＫＤ）も発症リスクに加える） 
・家庭訪問や健康相談、健診結果説明会、健康教育など 
・事業所検診受診者の希望者に対する保健指導の実施 
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（３）糖尿病 
 
①はじめに 
 糖尿病は心血管疾患のリスクを高め、神経障害、網膜症、腎症、足病変といった合併症

を併発することにより、生活の質（QOL：Quality of Life）を著しく低下させるのみでなく、

脳血管疾患や心疾患などの循環器疾患と同様に、社会経済的活力と社会保障資源に多大な

影響を及ぼします。 
糖尿病は、現在、新規透析導入の 大の原因疾患であるとともに、心筋梗塞や脳卒中の

リスクを２～３倍増加させるとされています。 
全国の糖尿病有病者数は 10 年間で約 1.3 倍に増えており、人口構成の高齢化に伴って、

増加ペースは加速することが予想されています。 
 
②基本的な考え方 
 ⅰ発症予防 
 糖尿病の危険因子は、加齢、家族歴、肥満、身体活動の低下（運動不足）、耐糖能異常（血

糖値の上昇）などが挙げられます。 
循環器疾患と同様、重要なのは危険因子の管理であるため、循環器疾患の予防対策が有

効になります。 
 
 ⅱ重症化予防 
 糖尿病における重症化予防は、健康診査によって、糖尿病が強く疑われる人、あるいは

糖尿病の可能性が否定できない人を見逃すことなく、早期に治療を開始することです。 
そのためには、まず健康診査の受診者を増やしていくことが非常に重要になります。同

時に、糖尿病の未治療や、治療を中断することが糖尿病の合併症の増加につながることは

明確に示されているため、治療を継続し、良好な血糖コントロール状態を維持することで、

個人の生活の質や医療経済への影響が大きい糖尿病による合併症の発症を抑制することが

必要になります。 
 
③現状と目標 
ⅰ合併症（糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数）の減少 
 近年、全国的に糖尿病腎症による新規透析患者数は、増加から横ばいに転じています。

増加傾向が認められない理由としては、糖尿病患者総数の増加や高齢化よりも、糖尿病治

療や疾病管理の向上の効果が高いことが考えられ、少なくともこの傾向を維持することが

必要です。 
 陸別町の人工透析患者数は、平成 23 年度末で７人、うち糖尿病腎症患者が２人で 28.6％
を占めています（表１）。また、糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者は、ここ５年間

においてはいませんでした（表２）。 
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表１ 陸別町の人工透析患者の推移                                単位：人  

年  度 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

総人口 2,820 2,787 2,737 2,706 

腎炎ほか 6 5 5 5 

糖尿病性 2 2 2 2 原因疾患 

合計 8 7 7 7 

 

表２ 糖尿病性腎症新規透析導入患者の状況   

年 度 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

人 数 ０ ０ ０ ０ 
 
 
 陸別町では特定健診診査の結果項目に腎疾患予防を目的とした「クレアチニン」「尿酸」

の項目を加えています。 
糖尿病の発症から糖尿病性腎症による透析導入までの期間は、約 20年間と言われており、

個人の生活の質や医療経済への影響が大きいことから、健診の受診勧奨とともに、糖尿病

の重症化を予防する保健指導のあり方を確認していく必要があります。 
 
 
ⅱ治療継続者の割合の増加 
 糖尿病における治療中断を減少させることは、糖尿病合併症抑制のために必須です。 
陸別町の糖尿病有病者（HbA1c(JDS)6.1％以上の者）の治療率は、 も受診者数が多い平

成 24 年度において６割を超えていますが、未だに４割弱が未治療です（図１）（図２）。 
 
図１ 陸別町の糖尿病を強く疑われる人（HbA1c6.1％以上）の治療率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：平成 20～24 年度陸別町国保特定健康診査結果

資料：身体障害者手帳交付台帳

資料：身体障害者手帳交付台帳
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図２ 陸別町国保特定診査受診者の HbA１c（JDS）の状況 
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治療率向上の背景としては、保健指導により治療が必要な人が医療に結びついた結果と

考えられます。また治療中断者の数は少ないと考えられます。 
 糖尿病は「食事療法」も「運動療法」も大切な治療で、その結果の判断をするためには、

医療機関での定期的な検査が必要です。 
 今後は、糖尿病でありながら未治療の者や、治療を中断する人を減少させるために、適

切な治療の開始・継続が支援できるよう、医療機関と連携を取りながら、より積極的な保

健指導と医療機関との連携が必要になります。 
 
 
 
ⅲ血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少 

          （HbA1c が JDS 値 8.0％以上の者の割合の減少） 
 「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 2010」では、血糖コントロール評価指標

として HbA1c8.0％以上が「血糖コントロール不可」と位置づけられています。 
 同ガイドラインでは、血糖コントロールが「不可」の状態とは、細小血管症への進展の

危険が大きく、著明に網膜症のリスクが増える状態であり、治療法の再検討を含めて何ら

かのアクションを起こす必要があるとしています。 
 陸別町では、平成 21 年度から全ての特定健康診査受診者に保健指導を行ってきた結果、

HbA1c8.0％以上の人の割合は減少傾向にありましたが、 も受診者数の多い平成 24 年度

では 2.6％となり、国の平成 34 年度の目標値である 1.0％には届かない状況です（図３）。 
 

資料：平成 20～24 年度陸別町国保特定健康診査結果 
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図３ 陸別町の血糖コントロール不良者の状況（HbA1c8.0％以上（NGSP 値 8.4％）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ⅳ糖尿病者有病者（HbA1c（JDS）6.1％以上の者）の増加の抑制） 
 健康日本２１では、糖尿病有病率の低下が指標として掲げられていましたが、 終評価

においては、糖尿病有病者が改善したとは言えないとの指摘がなされました。 
 糖尿病有病者の増加を抑制できれば、糖尿病自体だけでなく、さまざまな糖尿病合併症

を予防することにもなります。 
 陸別町の糖尿病有病者の推移は、年度によりバラつきがありますが、増加傾向にありま

す（図１）（図３）。 
  
図３ 陸別町の糖尿病有病者（HbA1c6.1％以上）の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：平成 20～23 年度陸別町国保特定健康診査結果 

9.1％ 

資料：平成 20～23 年度陸別町国保特定健康診査結果
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 60 歳を過ぎると、インスリンの生産量が低下することを踏まえると、今後、高齢化が進

むことによる糖尿病有病者の増加も懸念されます。 
 正常高値～境界領域は、食生活が大きく影響しますが、食生活は、親から子へつながっ

ていく可能性が高い習慣です。乳幼児期や学童期の食の実態、若年層のデータによる健康

実態、町民の食生活の特徴や食に関する価値観などの実態を把握し、ライフステージに対

応じた、かつ長期的な視野に立った、糖尿病の発症予防への取り組みが重要になります。 
 
 
④対策（循環器疾患の対策と重なるものは除く） 
 ⅰ糖尿病の発症及び重症化予防のための施策 
 ・特定健康診査結果に基づく町民一人ひとりの自己健康管理の積極的な推進 
 ・特定保健指導及びＨｂＡ１ｃ値に基づいた保健指導 

・家庭訪問や健診結果説明会等による保健指導の実施、健康教育の実施 
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３．生活習慣・社会環境の改善 
 
（１）栄養・食生活 
①はじめに 
 栄養・食生活は、生命を維持し、子どもたちが健やかに成長し、また人々が健康な生活

を送るために欠くことの出来ない営みであり、多くの生活習慣病の予防の観点から重要で

す。同時に、栄養・食生活は社会的、文化的な営みでもあります。 
陸別町でも自然環境や地理的な特徴、歴史的条件が相まって、地域特有の食文化を生み

出し、食生活の習慣をつくりあげています（図１）。 
生活習慣病予防の実現のためには、陸別町の特性を踏まえ、栄養状態を適正に保つため

に必要な栄養素を摂取することが求められています。 
 
 

図１ 陸別町の栄養・食生活の背景 

  

食生活 

夏も冬もアイスをよく食べる 

カップラーメンをよく食べる 

果物を多く摂る 

牛乳・乳製品を多く摂る 

糖質の多い野菜をよく食べる（いも・カボチャ） 

漬け物をよく食べる 

味付けが濃い（砂糖も醤油も） 

鮮度のよい生鮮食料品が手に入りにくい 

買い置き・買いだめをする 

 

                                    

                                       

町の基幹産業“酪農”                          土地柄・風土 

 

早朝と夜に仕事が集中するライフスタイル              夏は暑く、冬は寒い（寒暖差 70℃） 

６～９月は牧草の刈り取り作業で超多忙               車の利用が多く、歩かない 

機械化が進み、肉体労働の割合が減る                たばこを吸う人が多い傾向にある 

菓子パン・缶コーヒーの摂取が多い                  運動施設が少ない 

 
 

資料：陸別町国民健康保険特定健康診査等実施計画 

-37-



②基本的な考え方 
 主要な生活習慣病（がん、循環器疾患、糖尿病）予防の科学的根拠があるものと、食品

（栄養素）の具体的な関連は、表１のとおりです。 
食品（栄養素）の欠乏または過剰については、個人の健診データで確認していく必要が

あります。また、生活習慣病予防に焦点をあてた、ライフステージごとの食品の目安量は    

表２のとおりです。 
生活習慣病予防のためには、ライフステージを通して、適正な食品（栄養素）摂取が実

践できる力を十分に育み、発揮できることが重要になってきます。 
 
③現状と目標 
 個人にとって、適切な量と質の食事をとっているかどうかの指標は健診データです。 
 健診データについての目標項目は、「２．生活習慣病の予防」の項で掲げているため、栄

養・食生活については、適正体重を中心に、目標を設定します。 
 
 
ⅰ適正体重を維持している者の増加（肥満、やせの減少） 

体重は、ライフステージを通して、日本人の主要な生活習慣病や健康状態との関連が強

く、特に肥満はがん、循環器疾患、糖尿病等の生活習慣病との関連、若年女性のやせは、

低出生体重児出産のリスク等との関連があります。 
適正体重については、ライフステージごとの目標を設定し、評価指標とします（表３）。 

 
 
表３ ライフステージにおける適正体重の評価指標 

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ 妊婦 出生 学童 成人 高齢者 

20 代女性 出生児 小学校５年生 20～60 歳代男性 40～60 歳代女

性 

65 歳以上 

評価指標 

やせの者 低出生児 中等度・高度肥満傾向時 肥満者 肥満者 BMI20 以下 

国の状況 
29.0％ 

（平成 22 年）

9.6％ 

（平成 22 年）

男子 4.6％女子 3.39％

（平成 23 年） 

31.2％ 

（平成 22 年） 

22.2％ 

（平成 22 年）

17.4％ 

（平成 22 年）

０％ 9.1％ 把握不可 把握不可 36.3％ 11.4％ 
陸別町の現状 

（平成２３年度） 

ﾃﾞｰﾀｿｰｽ 妊娠届出時 全戸訪問時  特定健診結果 

北海道の状況 33.3％ 9.8％ 表４（肥満傾向時の状況） 42.3％ 29.9％ 9.8％ 

陸別町経年変化 図１ 図２  図３ 図４ 
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①20 歳代女性のやせの者の割合の減少（妊娠時のやせの者の割合） 
 妊娠前、妊娠期の心身の健康づくりは、子どもの健やかな発育に繋がります。 
低出生体重児は、妊娠前の母親のやせが要因の一つと考えられています。 

陸別町では、妊娠中の適切な体重増加の目安とするために、妊娠直前の BMI を把握し、

保健指導を行っています。 
 妊婦の数が少ないため割合の変動が大きく推移の分析は難しいですが、平成 23 年度の妊

娠時のやせの者はいませんでした（図１） 
 今後も、妊娠期の健康は、次の世代を育むことに繋がることの啓発とともに、ライフス

テージ及び健診データに基づいた保健指導を行っていくことが必要と考えます。 
 
図１ 妊娠直前のやせの人（ＢＭＩ18.5 未満）の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②全出生数中の低出生体重児の割合の減少 
 低出生体重児については、神経学的・身体的合併症の他、成人後に糖尿病や高血圧等の

生活習慣病を発症しやすいとの報告もあります。 
 陸別町では、毎年約１～２人が低出生体重の状態で生まれてきますが、低出生体重児の

出生率を下げる対策とともに、低出生体重で生まれてきた子どもの健やかな発育、発達の

支援や、将来の生活習慣病の発症予防のための保健指導も必要になります（図２）。 
 
図２ 陸別町の低出生体重児の割合の推移 
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③肥満傾向にある子どもの割合の減少 
 
 子どもの肥満は、将来の肥満や生活習慣病に 
結びつきやすいとの報告があります。 

学校保健統計調査では、肥満傾向児は肥満度 
20％以上の者を指すものとされており、さらに 
肥満度 20％以上 30％未満の者は「軽度肥満傾 
向児」、肥満度 30％以上 50％未満の者は「中等 
度肥満傾向児」、肥満度 50％以上の者は「高度 
肥満傾向児」と区分されています。 
 軽度肥満傾向児については、取り組みの必要 
性の判断が難しいとされており、評価指標の対 
象とはなっていません。なお、陸別町における 
肥満傾向児についての把握はできていません。 
 国の指標となっている小学校５年生（10 歳） 
の北海道の肥満傾向児は、非常に高い出現率に 
なっています。そのため陸別町においても、子 
どもの肥満の現状を把握することが必要です。 
（表４） 
 

 
子どもの肥満については、従来から、学校に 

おける健康診断に基づく健康管理指導や体育等 
の教育の一環として、肥満傾向児を減少させる 
取り組みが行われているところですが、こうし 
た取り組みをより効果的にするために、今後は 
保健指導や統計のあり方等を教育機関、学校医 
と検討していく必要があります。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 小学５年生（10歳） 
 男子 女子 
1 福   島 21.27 岩   手 13.34 1
2 岩   手 18.60 宮   城 12.53 2
3 栃   木 17.39 福   島 11.85 3
4 青   森 17.30 宮   崎 11.82 4
5 茨   城 16.82 群   馬 11.43 5
6 北 海 道 15.40 茨   城 10.99 6
7 山   梨 15.17 青   森 10.85 7
8 山   形 14.56 沖   縄 10.69 8
9 宮   城 14.00 山   形 10.51 9
10 宮   崎 13.54 熊   本 10.41 10
11 佐   賀 12.44 秋   田 10.12 11
12 鹿 児 島 12.27 鹿 児 島 9.99 12
13 千   葉 11.81 高   知 9.51 13
14 高   知 11.79 大   分 9.51 14
15 大   阪 11.73 佐   賀 9.27 15
16 群   馬 11.53 福   岡 9.22 16
17 愛   媛 11.30 千   葉 8.95 17
18 熊   本 11.22 埼   玉 8.86 18
19 大   分 11.04 北 海 道 8.7 19
20 東   京 10.98 徳   島 8.61 20
21 全   国 10.90 神 奈 川 8.32 21
22 石   川 10.73 新   潟 8.02 22
23 新   潟 10.52 全   国 7.96 23
24 富   山 10.35 栃   木 7.96 24
25 愛   知 10.01 大   阪 7.91 25
26 福   井 9.90 広   島 7.91 26
27 長   野 9.84 山   口 7.71 27
28 岡   山 9.73 香   川 7.64 28
29 福   岡 9.59 山   梨 7.62 29
30 神 奈 川 9.48 三   重 7.3 30
31 徳   島 9.44 静   岡 7.2 31
32 岐   阜 9.40 和 歌 山 7.11 32
33 沖   縄 9.37 島   根 6.99 33
34 秋   田 9.16 長   野 6.63 34
35 三   重 8.83 愛   知 6.53 35
36 兵   庫 8.79 愛   媛 6.45 36
37 奈   良 8.62 長   崎 6.23 37
38 静   岡 8.59 奈   良 6.17 38
39 埼   玉 8.56 岡   山 6.15 39
40 長   崎 8.46 岐   阜 5.9 40
41 広   島 8.23 石   川 5.84 41
42 京   都 8.07 富   山 5.78 42
43 香   川 7.70 東   京 5.76 43
44 和 歌 山 7.57 滋   賀 5.51 44
45 島   根 7.33 鳥   取 5.43 45
46 山   口 6.95 福   井 5.28 46
47 滋   賀 6.47 京   都 5.02 47
48 鳥   取 6.38 兵   庫 4.97 48

 

表４ 平成 25 年度 都道府県別 肥満傾向児の出現率 

資料：平成 25 年度 学校保健統計調査

（注）肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、
肥満度が 20％以上の者である。 
肥満度＝（実測体重－身長別標準体重）／身長別標準体重×100％ 
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④40～60 歳代男性の肥満者の割合の減少 
⑤40～60 歳代女性の肥満者の割合の減少 
 ライフステージにおける肥満は、20～60 歳代男性及び 40～60 歳代女性に、 も多く認

められるため、この年代の肥満者の減少が健康日本 21 の目標とされていましたが、 終評

価では、20～60 歳代男性の肥満は増加、40～60 歳代女性の肥満は変わらなかったため、引

き続き評価指標として設定されました。 
 陸別町では 20～30 歳までの健康診査を実施していないため、20～60 歳代男性の肥満の

現状を把握することができません。40～60 歳代の男性・女性の肥満者の割合はいずれも横

ばいですが、どちらも平成 34 年の目標値よりも高い割合のため、引き続き肥満予防対策に

力を入れていく必要があります（図３） 
 
図３ 男性（40～60 歳代）及び女性（40～60 歳代）の肥満（BMI25 以上）の割合の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：陸別町国保特定健康診査結果 
 
 
⑥低栄養傾向(BMI20 以下)の高齢者の割合の増加の抑制 
 高齢者の適切な栄養は、生活の質（ＱＯＬ）のみならず、身体機能を維持し、生活機能

の自立を確保する上でも極めて重要です。 
 日本人の高齢者においては、やせ・低栄養が、要介護及び総死亡に対する独立したリス

ク要因となっています。 
 高齢者の「低栄養傾向」の基準は、要介護及び総死亡リスクが統計学的に有意に高くな

る BMI20 以下が指標として示されました。 
 陸別町の 65 歳以上の BMI20 以下の割合は、平成 34 年度の国の目標値を下回っています

が、高齢化に伴って増加する可能性があるため、現状の割合を維持していくことが大切で

す（図４）。 
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図４ 65 歳以上の BMI20 以下の割合の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：陸別町国保特定健康診査・後期高齢者健診結果 
 
 
ⅱ健康な生活習慣（栄養・食生活、運動）を有する子どもの割合の増加 

健やかな生活習慣を幼少時から身につけ、生活習慣病予防の基盤を固め、生涯にわたっ

て健康な生活習慣を継続できるようにすることは、喫緊の課題であり、非常に重要な生活

習慣病対策です。 
子どもの健やかな発育や生活習慣の形成の状況については、他のライフステージと同様、

健診データで見ていくことが必要となり、それぞれのガイドラインに基づいた検査の予防

指標も明確にされています。（表５） 
今後、学校関係者と肥満傾向児の動向など、子どもの健康実態について、共通認識を形

成し、その結果に基づいた総合的な教育的アプローチを行うことが重要だと考えます。 
 
 
④対策 
ⅰ生活習慣病の発症予防のための取組の推進 
 ライフステージに対応した保健指導、栄養指導 
 ・母子健康手帳交付時、妊婦訪問（妊娠期） 
 ・乳幼児健康診査、乳幼児相談（乳幼児期） 

・健康診査及び特定健康診査結果に基づいた栄養指導 
家庭訪問や健康相談、健康教育など、多様な経路により、それぞれの特徴を生かした

きめ細やかな栄養指導の実施（青年期・壮年期・高齢期） 
 ・家庭訪問、健康教育、健康相談（全てのライフステージ） 
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ⅱ生活習慣病の重症化予防のための取組の推進 
 管理栄養士による高度な専門性を発揮した栄養指導の推進  
 ・健康診査及び特定健康診査結果に基づいた栄養指導 
  糖尿病や慢性腎臓病など、医療による薬物療法と同様に食事療法が重要な生活習慣病

の重症化予防に向けた栄養指導の実施 
 
ⅲ学齢期への保健指導の推進 

・小中学校の養護教諭との課題の検討 
 小中学校の生徒についての、健康課題の情報共有 
 陸別町の肥満傾向児の実態把握 
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（２）身体活動・運動 
 
①はじめに 
 身体活動とは、安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する全ての動きを、

運動とは、身体活動のうち、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目

的として行われるものをいいます。 
身体活動・運動量が多い人は、不活発な人と比較して循環器疾患やがんなどの非感染性

疾患の発症リスクが低いことが実証されています。 
世界保健機関（ＷＨＯ）は、高血圧（13％）、喫煙（9％）、高血糖（6％）に次いで、身

体不活動（6％）を全世界の死亡に対する危険因子の第４位と認識し、日本でも、身体活動・

運動の不足は喫煙、高血圧に次いで非感染性疾患による死亡の３番目の危険因子であるこ

とが示唆されています。 
近では、身体活動・運動は非感染性疾患の発病予防だけでなく、高齢者の運動機能や

認知機能の低下などの社会生活機能の低下と関係することも明らかになってきており、多

くの人が身体活動・運動の意義を認知し、無理なく日常生活の中で運動を実施できる方法

の提供や、環境づくりが求められています。 
 
②基本的な考え方 
 健康増進や体力向上のために身体活動量を増やし、運動を実施することは、個人の抱え

る多様かつ個別の健康課題の改善につながります。 
主要な生活習慣病予防のために身体活動・運動が重要になってきます。 

 
③現状と目標 
ⅰ日常生活における歩数の増加 

歩行は比較的活発な身体活動の客観的な指標です。歩数の不足ならびに減少は、肥満や

生活習慣病発症の危険因子であるだけでなく、高齢者の自立度低下や虚弱の危険因子でも

あります。 
 陸別町国保特定健康診査において「日常生活で、歩行または同等の身体活動を１日１時

間以上行っていますか」という問診項目で身体活動の状況を確認していますが、男女とも

に 50％未満であり、65 歳以上と比べて、40～64 歳までの若い年齢層の身体活動量が少な

い状況となっています（図１）。 
 身体活動量を増やす具体的な手段は、歩行を中心とした身体活動を増加させるように心

掛けることですが、陸別町は道路の凍結等により冬期間の歩行は、転倒等その危険を伴う

ことが多くなるため、年間を通して安全に歩行などの身体活動ができる環境整備が必要に

なります。 
 



図１ 身体活動の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ⅱ運動習慣者の割合の増加 
 運動習慣については、陸別町国保特定健康診査の「30 分以上の軽く汗をかく運動を週２

回以上行っていますか」という問診項目で、状況を確認していますが、運動習慣について

も身体活動同様に、男女ともに 50％未満となっています。また運動は余暇時間に取り組む

ことが多いため、就労世代（40～59 歳）と比較して退職世代（60～74 歳）では明らかに多

くなりますが、陸別町においても、40～64 歳までの若い年齢層の運動習慣の割合は、65 歳

以上の約半数であり、同様の傾向です（図２）。 
 若い世代を中心とした運動事業の推進など、今後教育委員会などの関係機関と連携を強

化し、あらゆる世代が身近な場所で年間を通じて運動ができるよう環境を整えることが必

要です。また、運動習慣を身につけることの大切さの普及・啓発も必要となります。 
 
図２ 運動習慣の状況 
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ⅲ介護保険サービス利用者の増加の抑制 
 
 陸別町の要介護認定者数は、平成25年度では154人で、１号保険者に対する割合は15.7％ 
となっていますが、今後も高齢化の進展に伴い、要介護認定者数の増加傾向は続くと推測

されます（平成 37 年度介護保険計画推計値 23.6％）。 
要介護状態になる主な原因の一つに、運動器疾患がありますが、生活の質に大きな影響

を及ぼすロコモティブシンドローム（運動器症候群）は、高齢化に伴う、骨の脆弱化、軟

骨・椎間板の変形、筋力の低下、神経系の機能低下によるバランス機能の低下などが大き

な特徴で、これらの状態により、要介護状態になる人が多くみられます。 
陸別町の平成 25 年の要介護認定者の有病状況としては「筋・骨格系」は第２位で、有病

率は 65.6％となっています（図１）。 
ライフステージの中で、骨・筋・神経は成長発達し、高齢期には機能低下に向かいます

が、それぞれのステージに応じた運動を行うことが も重要になります。 
 
図１ 要介護認定者有病状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④対策 
ⅰ身体活動量の増加や運動習慣の必要性についての知識の普及・啓発の推進 

・国保特定健康診査の結果に基づいた運動指導の実施 
・各種健康教室での運動指導の実施 
・「ロコモティブシンドローム」についての知識の普及 
 

ⅱ身体活動及び運動習慣の向上の推進 
・町の各部局や関係機関が実施している事業への参加勧奨や健康づくりスペースの紹介 
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（３）休養 
 
①はじめに 

こころの健康を保つため、心身の疲労の回復と充実した人生を目指すための休養は重要

な要素の一つです。十分な睡眠をとり、ストレスと上手に付き合うことは、こころの健康

に欠かせない要素であり、休養が日常生活の中に適切に取り入れられた生活習慣を確立す

ることが重要です。 
 
②基本的な考え方 

さまざまな面で変動の多い現代は、家庭でも社会でも常に多くのストレスにさらされ、

ストレスの多い時代であるといえます。労働や活動等によって生じた心身の疲労を、安静

や睡眠等で解消することにより、疲労からの回復や、健康の保持を図ることが必要になり

ます。 
 
③現状と目標 
ⅰ睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少 
 睡眠不足は、疲労感をもたらし、情緒を不安定にし、適切な判断を鈍らせ、事故のリス

クを高めるなど、生活の質に大きく影響します。また、睡眠障害はこころの病気の一症状

としてあらわれることも多く、再発や再燃リスクも高めます。 
 さらに近年では、睡眠不足や睡眠障害が肥満、高血圧、糖尿病の発症・悪化要因である

こと、心疾患や脳血管疾患を引き起こし、ひいては死亡率の上昇をもたらすことも知られ

ています。 
 このように、睡眠に関しては、健康との関連がデータ集積により明らかになっているた

め、睡眠による休養を評価指標とします。 
 陸別町国保特定健康診査の問診項目の一つに「睡眠で休養が十分とれている」という項

目がありますが、23.8％の人が「いいえ」と回答しています（平成 25 年度特定健康診査問

診票より）。  
今後も、国の標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）で示されている「睡眠で休

養が十分とれている」の問診項目により、国などと正確な比較を行った上で、対策を検討、

推進していく必要があります。 
 
④対策 
ⅰ睡眠と健康との関連等に関する教育の推進 

・種々の保健事業の場での健康教育や情報提供 
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（４）飲酒 
①はじめに 

アルコール飲料は、生活・文化の一部として親しまれてきている一方で、陶酔性、慢性

影響による臓器障害、依存性、妊婦を通じた胎児への影響等、他の一般食品にはない特性

を有します。 
健康日本２１では、アルコールに関連した健康問題や飲酒運転を含めた社会問題の多く

は、多量飲酒者によって引き起こされていると推定し、多量飲酒者を「１日平均６０ｇを

越える飲酒者」と定義し、多量飲酒者数の低減に向けて努力がなされてきました。 
しかし、がん、高血圧、脳出血、脂質異常症などは、１日平均飲酒量とともにほぼ直線

的に上昇することが示されています。 
また、全死亡、脳梗塞及び冠動脈疾患については、男性では４４ｇ／日（日本酒２合／

日）、女性では２２ｇ／日（日本酒１合／日）程度以上の飲酒でリスクが高くなることが示

されています。 
同時に、一般に女性は男性に比べて肝臓障害など飲酒による臓器障害をおこしやすいこ

とが知られています。 
世界保健機構（WHO）のガイドラインでは、アルコール関連問題リスク上昇の域値を男

性１日４０ｇ、女性１日２０ｇを超える飲酒としており、また、多くの先進国のガイドラ

インで許容飲酒量に男女差を設け、女性は男性の１／２から２／３としています。 
そのため、次期計画においては、生活習慣病のリスクを高める飲酒量について、男性で

１日平均４０ｇ以上、女性で２０ｇ以上と定義されました。 
 
②基本的な考え方 

飲酒については、アルコールと健康の問題について適切な判断ができるよう、未成年者

の発達や健康への影響、胎児や母乳を授乳中の乳児への影響を含めた、健康との関連や「リ

スクの少ない飲酒」など、適切な知識を普及する必要があります。 
 
③現状と目標 
ⅰ生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（陸別町では１日当たりの純アルコー

ルの摂取量が男性 2 合以上、女性 1 合以上を毎日飲んでいる者）の割合を低減 
  

陸別町の生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合は男性 17.8％、女性

5.2％となっています（表 1） 
飲酒の回数と量については、国や道と比べ概ね平均かそれ以下が多い傾向にあります

が、１日飲酒量３合以上の多量飲酒が多い傾向にあります（表 2） 
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表１生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合 
 Ｈ25 参考値 国（H22） 
男性 17.8％ 15.3％ 
女性 5.2％ 7.5％ 

平成 25 年度 陸別町国保特定健康診査問診票 

 
 表２ 1 日飲酒量 

 陸別町 北海道 国 
1 合未満 74.6% 62.5% 64.0% 
1～2 合 13.5% 24.1% 24.2% 
2～3 合 8.3% 10.3% 9.1% 
3 合以上 3.6% 3.1% 2.7% 

                                              ＫＤＢ平成 25 年度（累計） 

 
 

飲酒量と関係が深い健診データーであるγ-ＧＴについては、有所見者の割合は特定健

康診査受診者数の増加により変動が大きく推移の分析は難しいのですが、男性が多い傾

向にあります。 
 
表３ γ-ＧＴ有所見者の推移（％） 
 ①γ-ＧＴが保健指導判定値の者の割合（51～100U/I） 

 Ｈ23 H24 H25 
男性 14.8 16.6 21.4 
女性 7.6 13.1 7.5 

 
 ②γ-ＧＴが受診勧奨判定値の者の割合（101U/I 以上） 

 Ｈ23 H24 H25 
男性 11.1 11.4 8.0 
女性 1.5 1.6 3.0 

陸別町国保特定健康診査結果 

 
 
 飲酒は肝臓のみならず、高血糖、高血圧、高尿酸状態をも引き起こし、その結果、血管

を傷つけるという悪影響を及ぼします。 
 現在、特定健診後に結果説明会を行い、個別で保健指導を行っていますが、今後も個人

の健診データーと飲酒量を確認しながら、アルコールと健診データーとの関連についての 
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支援が必要になります。 
 また、保健指導の場面からは、睡眠薬の代替えに寝るときに飲酒しているケースも見う

けられます。このようなことは、睡眠の質を悪くするばかりか、飲酒の頻度や量が増える

ことにつながるおそれがあり、正しい知識の提供が必要です。 
  
 
ii 妊娠中の飲酒をなくす 

陸別町の妊婦の飲酒率は０％（平成 22 年度～25 年度）で全国の 8.7％、全道の 4.9%よ

り低い現状です。（陸別町：妊娠届出票、全国：厚生労働省乳幼児身体発育調査、全道：北

海道母子保健報告システム） 
 妊娠中の飲酒は妊娠合併症などのリスクを高めるだけでなく、胎児にも悪影響与え、胎

児性アルコール症候群や発達障害を引き起こす可能性もあります。 
 妊娠中の飲酒に安全域はないため、今後も飲酒がない状態を継続できるようにします。 
 
④対策 
ⅰ飲酒のリスクに関する教育・啓発の推進 

・種々の保健事業の場での教育や情報提供 
（母子健康手帳交付、乳幼児健診及び相談、がん検診等） 

 
 
ⅱ飲酒による生活習慣病予防の推進 

・特定健康診査の結果に基づいた、適正な飲酒についての個別指導 
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（５）喫煙 
①はじめに 

たばこによる健康被害は、国内外の多数の科学的知見により因果関係が確立しています。 
具体的には、がん、循環器疾患（脳卒中、虚血性心疾患等）、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾

患）、糖尿病、周産期の異常（早産、低出生体重児、死産、乳児死亡等）の原因になり、受

動喫煙も、虚血性心疾患、肺がんに加え、乳幼児の喘息や呼吸器感染症、乳幼児突然死症

候群（ＳＩＤＳ）の原因になります。 
たばこは、受動喫煙などの短期間の少量被爆によっても健康被害が生じますが、禁煙す

ることによる健康改善効果についても明らかにされています。 
特に長期の喫煙によってもたらされる肺の炎症性疾患で、咳・痰・息切れを主訴として

緩徐に呼吸障害が進行するＣＯＰＤは、国民にとってきわめて重要な疾患であるとともに

かかわらず、新しい疾患名であることから十分認知されていませんが、発症予防と進行の

阻止は禁煙によって可能であり、早期に禁煙するほど有効性は高くなること（「慢性閉塞性

肺疾患（ＣＯＰＤ）の予防・早期発見に関する検討会」の提言）から、たばこ対策の着実

な実行が求められています。 
 
②基本的な考え方 

たばこ対策は「喫煙率の低下」と「受動喫煙への暴露状況の改善」が重要です。喫煙と

受動喫煙は、いずれも多くの疾患に確立した原因であり、その対策により、がん、循環器

疾患、ＣＯＰＤ、糖尿病等の予防において、大きな効果が期待できるため、たばこと健康

について正確な知識を普及する必要があります。 
 
③現状と目標 
ⅰ成人の喫煙率の減少（喫煙をやめたい者がやめる） 
 喫煙率の低下は、喫煙による健康被害を確実に減少させる 前の解決策であることから

指標として重要です。 
 陸別町の成人の喫煙率は、全国、全道と比較して高い傾向にあります。（表１・２） 
  平成 22 年度と平成 25 年度を比較すると、女性の喫煙率が上昇しています。 

市区町村別標準化死亡比（ＳＭＲ）では、男性の食道がんの死亡が全国に比べ有意に高

い結果となっています。食道がんの危険因子の主たるものは喫煙なので、積極的な対策

が必要です。 
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表１ Ｈ22 年度 成人の喫煙率（％）  
 

       陸別町：平成 22 年度特定健診問診票、北海道・全国：Ｈ22 年国民生活基礎調査 
 
表２ Ｈ25 年度 成人の喫煙率（％） 

陸別町 北海道 全国 
25.3 
男性 40.1 

女性 15.0 

17.6 
男女別なし 

14.0 
男女別なし 

ＫＤＢ 平成 25 年度（累計） 

 
ii 妊娠中の喫煙をなくす 
 陸別町の妊婦喫煙率は平成 22 年度に 4.5％、その後は 0%と、全道の 10.1％、全国の 5.0％
に比べて低い状況です。（陸別町：表 3・4、全国：Ｈ22 厚生労働省乳幼児身体発育調査、

全道；Ｈ22 年度北海道母子保健報告システム）。 
 しかしながら妊娠中の喫煙は、流産や早産等のリスクを高めるだけでなく、低出生体重

時や乳幼児突然死症候群を引き起こす要因となります。妊娠中の喫煙による妊婦、胎児、

出生児への影響の大きさを考慮し、妊娠中の喫煙をなくすことが必要です。 
 また、妊娠中及び授乳中は禁煙しても、卒乳後に喫煙を再開するケースが見受けられま

す。今後、これらの対策も必要です。 
 
表 3 母子手帳交付時の喫煙状況（人） 

 Ｈ22 Ｈ23 H24 Ｈ25 
吸わない 15 12 11 12 
妊娠してからやめた 6 1 4 5 
吸う 1 0 0 0 

合計 22 13 15 17 
                                 陸別町母子手帳届出書 

 
表 4 母子手帳交付時の喫煙率（％） 

Ｈ22 Ｈ23 H24 Ｈ25
4.5 0 0 0 

           陸別町母子手帳届出書 

陸別町 北海道 全国 
23.7 
男性 39.1 

女性 10.0 

24.8 
男性 35.0

女性 16.2

19.5 
男性 32.2 

女性 8.4 
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④対策 
ⅰたばこのリスクに関する教育・啓発の推進 

・種々の保健事業の場での教育や情報提供 
（母子健康手帳交付、乳幼児健診及び相談、がん検診等） 

・地域の特性に応じた健康教育 
 
ⅱ禁煙支援の推進 

・特定健康診査の結果に基づいた、禁煙支援・禁煙治療への個別指導 
・ヘリカルＣＴ検診を推奨し、肺の状態を具体的に知る機会の提供 

 ・パルスオキシメーター（酸素飽和度を測定）を活用し、より具体的な保健指導をする 
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（６）歯・口腔の健康 
①はじめに 

歯・口腔の健康は、口から食べる喜び、話す楽しみを保つ上で重要であり、身体的な健

康のみならず、精神的、社会的な健康にも大きく寄与します。 
歯の喪失による咀嚼機能や構音機能の低下は多面的な影響を与え、 終的に生活の質（Ｑ

ＯＬ）に大きく関与します。 
平成２３年８月に施行された歯科口腔保健の推進に関する法律の第１条においても、

歯・口腔の健康が、国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たし

ているとされています。 
従来から、すべての国民が生涯にわたって自分の歯を２０本以上残すことをスローガン

とした「８０２０（ハチマルニイマル）運動」が展開されているところですが、超高齢化

社会の進展を踏まえ、生涯を通じて歯科疾患を予防し、歯の喪失を抑制することは、高齢

期での口腔機能の維持につながるものと考えられます。 
歯の喪失の主要な原因疾患は、う蝕（むし歯）と歯周病で、歯・口腔の健康のためには、

う蝕と歯周病の予防は必須の項目です。 
幼児期や学齢期でのう蝕予防や、近年いくつかの疫学研究において、糖尿病や循環器疾

患等との密接な関連性が報告されている、成人における歯周病予防の推進が不可欠と考え

ます。 
 
②基本的な考え方 
ⅰ発症予防 

歯科疾患の予防は、「う蝕予防」及び「歯周病予防」が大切になります。 
これらの予防を通じて、生涯にわたって歯・口腔の健康を保つためには、個人個人で

自身の歯・口腔の状況を的確に把握することが重要です。 
 
ⅱ重症化予防 

歯・口腔の健康における重症化予防は、「歯の喪失防止」と「口腔機能の維持・向上」

になります。 
歯の喪失は、健全な摂食や構音などの生活機能に影響を与えますが、喪失を予防する

ためには、より早い年代から対策を始める必要があります。 
口腔機能については、咀嚼機能が代表的ですが、咀嚼機能は、歯の状態のみでなく舌

運動の巧緻性等のいくつかの要因が複合的に関係するものであるため、科学的根拠に基

づいた評価方法は確立されていません。 
 
 
 

-57-



③現状と目標 
ⅰ乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加 

陸別町の３歳児でう蝕がない児の割合は、母数が少ないため割合の変動が大きく、分

析は難しいのですが、全道、全国並みに推移しています。（図 1） 
 

図１　　3歳児でう蝕がない者の割合の推移
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資料：3 歳児歯科健康診査結果報告書 

 
永久歯については、永久歯う蝕の代表的評価指標である 12 歳児の一人平均う歯数は陸別

町は、2.7 歯であり、北海道 1.8 歯と全国の 1.0 歯と比較して多い状況（平成 25 年度）に

あります。 
 生涯にわたる歯科保健の中でも、特に乳歯咬合の完成期である３歳児のう蝕有病状況の

維持・改善は、乳幼児の健全な育成のために不可欠です。 
 乳幼児期の歯科保健行動の基盤の形成は、保護者に委ねられることが多いため、妊娠中

から生まれてくる子どもの歯の健康に関する意識をもつことが必要です。また妊娠中に罹

患しやすくなる歯周疾患予防のための知識の普及も必要です。 
 学齢期は、保護者の手を離れ、より生活習慣が自立する時期ですが、乳歯永久歯の混合

歯列になるためブラッシングが十分ではない現状があります。この点についても取り組み

が必要です。 
 
 
ⅱ歯周病予防を中心とした成人歯科対策の検討 
 陸別町では成人期の歯周病健診を実施していないため、「北海道歯科保健医療推進計画」

を参考に今後の対策を検討します。 
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④対策 
ⅰライフステージに対応した歯科保健対策の推進 

・歯科衛生士による歯科保健指導（妊婦、６～７ヶ月児、１歳６ヶ月児、３歳児） 
・地域保健事業の中での健康教育（う蝕・歯周病予防、口腔機能の向上） 

 
ⅱ専門家による支援の推進 
・乳幼児歯科健診（１歳６ヶ月児、３歳児） 
・フッ化物塗布、洗口の推進と普及 
・成人歯科対策の検討 
・保健所との連携及び事業協力 
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４．こころの健康（自殺予防） 
 
①はじめに 

社会生活を営むために、身体の健康と共に重要なものが、こころの健康です。 
こころの健康を保つには多くの要素があり、適度な運動や、バランスのとれた栄養・食

生活は、身体だけでなくこころの健康においても重要な基礎となります。 
これらに、心身の疲労の回復と充実した人生を目指す休養が加えられ、健康のための３

つの要素とされてきました。特に、十分な睡眠をとり、ストレスと上手に付き合うことは、

こころの健康に欠かせない要素となっています。また健やかなこころを支えるためには、

こころの健康を維持するための生活や、こころの病気への対応を多くの人が理解すること

が不可欠です。 
こころの病気の代表的なうつ病は、多くの人がかかる可能性を持つ精神疾患です。自殺

の背景にうつ病が多く存在することも指摘されています。 
うつ病は、不安障害やアルコール依存症などとの合併も多く、それぞれに応じた適切な

治療が必要になります。 
こころの健康を守るためには、社会環境的な要因からのアプローチが重要で、社会全体

で取り組む必要がありますが、ここでは、個人の意識と行動の変容によって可能な、ここ

ろの健康を維持するための取り組みに焦点をあてます。 
 

②基本的な考え方 
現代社会はストレス過多の社会であり、少子高齢化、価値観の多様化が進む中で、誰も

がこころの健康を損なう可能性があります。 
このため一人ひとりがこころの健康問題の重要性を認識すると共に、自らのこころの不

調に気づき、適切に対処できるようにすることが重要です。 
 
③現状と目標 
ⅰ自殺者の減少（人口 10 万人あたり） 
 陸別町の人口 10 万対自殺率については、陸別町の人口数が少なく、また自殺者数は毎年

変動がありますが、平成 22 年は 37.0 と、全国・全道平均より高い傾向にあります（表１）。 
 また、平成 20 年から平成 25 年の 6 年間における自殺者数は 3 人で、年齢層にはバラつ

きがありますが、男性の自殺者が多い傾向にあります（図１）。 
 
 
表１ 人口 10 万対自殺率 
 陸別町 全道平均 全国平均 

平成 23 年 37.0 24.0 22.9 

資料：人口動態統計
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 図１ 陸別町の年代別男女別自殺者数（平成 20 年～平成 25 年累計） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自殺の原因としては、うつ病などのこころの病気の占める割合が高いため、自殺を減少

させることは、こころの健康の増進と密接に関係します。 
 厚生労働省の統計では、自殺の原因の６割以上が健康問題であり、中でもうつ病の割合

が高くなっています。うつ病は有効な治療法が確立しており、早期発見・早期治療を行う

ことにより、自殺を減少させることができるとされています。 
 体の病気の診断が、血液検査などの「客観的な」根拠に基づいて行われますが、うつ病

などの心の病気は、本人の言動・症状などで診断するほかなく、血液検査、画像検査とい

った客観的な指標・根拠がありません。このことが、周囲の人の病気への理解が進まず偏

見などに繋がっている現状もあります。 
こころの健康の不調に 初に気づくのは、家族や職場の同僚です。 
家族や職場の同僚が、精神疾患についての正しい理解を深め、精神疾患に関する偏見を

なくすことで、早期治療など専門家へのつなぎを実現し、専門家の指導のもとで本人を見

守っていくことが大切になります。 
 
④対策 
ⅰこころの健康に関する教育の推進 

・種々の保健事業の場での健康教育や情報提供 
 

ⅱこころの健康相談事業の推進 
・電話や家庭訪問等による個別相談の実施 
・帯広保健所と連携し、精神科医などによる「こころの健康相談」の紹介 
・各専門機関の相談窓口の周知 
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資料：陸別町衛生統計
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５．目標の設定 
 
 国民運動では、目標の設定に当たっては「科学的根拠に基づいた実態把握が可能な具体

的目標の設定」、「実行可能性のある目標をできるだけ少ない数で設定」、「目標とされた指

標に関する情報収集に現場が疲弊することなく、既存のデータ活用により、自治体自ら進

行管理できる目標の設定」が示されています。 
 特に、自治体自らが目標の進行管理を行うことができるように、設定した目標のうち、

重要と考えられる指標については、 終評価を行う年以外の年においても、政策の立案に

活用できるよう、既存の統計調査で毎年モニタリングすることが可能な指標とすることが

望ましいとされています。 
 そのためにも、目標項目として設定する指標について、既存のデータで自治体が活用可

能と考えられるものの例示もされました。 
 これらを踏まえ、陸別町でも、毎年の保健活動を評価し、次年度の取り組みに反映させ

ることができる目標を設定します（表１）。 
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第Ⅲ章 計画の推進 
 
１．健康増進に向けた取り組みの推進 
 
（１）活動展開の視点 
 健康増進法は、第２条において各個人が生活習慣への関心と理解を深め、自らの健康状

態を自覚して、生涯にわたって健康増進に努めなければならないことを、国民の「責務」

とし、第８条において自治体はその取り組みを支援するものとして、計画化への努力を義

務づけています。 
 町民の健康増進を図ることは、今後ますます高齢化が進む町にとっても、一人ひとりの

町民にとっても重要な課題です。 
 したがって、健康増進施策を陸別町の重要な行政施策として位置づけ、健康りくべつ２

１（第二次）の推進においては、町民の健康に関する各種指標を活用し、取り組みを推進

していきます。 
 取り組みを進めるための基本は、個人の身体（健診結果）をよく見ていくことです。一

人ひとりの身体は、今まで生きてきた歴史や社会背景、本人の価値観によって作り上げら

れてきているため、それぞれの身体の問題解決は画一的なものではありません。 
 一人ひとりの、生活の状態や、能力、ライフステージに応じた主体的な取り組みを重視

して、健康増進を図ることが基本になります。 
 町としては、その活動を支えながら、個人の理解や考え方が深まり、確かな自己管理能

力が身につくために、科学的な支援を積極的に進めます。 
 同時に、個人の生活習慣や価値観の形成の背景となる、ともに生活を営む家族や、地域

の習慣や特徴など、共通性の実態把握にも努めながら、地域の健康課題に対し、町民が共

同して取り組みを考え合うことによって、個々の気づきが深まり、健康実現に向かう地域

づくりができる、地域活動をめざします。 
 これらの活動が、国民の５つの基本的な方向を実現させることであると考えます。 
 
（２）関係機関との連携 
 ライフステージに応じた健康増進の取組みを進めるに当たっては、事業の効率的な実施

を図る観点から、健康増進法第六条で規定された健康増進事業実施者との連携が必要です。 
 陸別町庁内における健康増進事業実施は、さまざまな部署にわたるため、庁内関係各課

との連携を図ります。 
 また、町民の生涯を通した健康の実現を目指し、町民一人ひとりの主体的な健康づくり

活動を支援していくために、町内医療機関等関係機関とも十分に連携を図りながら、関係

機関、関係団体、行政等が協働して進めていきます。 
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２．健康増進を担う人材の確保と資質の向上等 
 
 保健師、管理栄養士等は、ライフステージに応じた健康増進を推進していくために、健

康状態を見る上で も基本的なデータである、健診データを見続けていく存在です。 
 健診データは生活習慣の現れですが、その生活習慣は個人のみで作られるものではなく、

社会の 小単位である家族の生活習慣や、その家族が生活している地域などの社会的条件

のなかでつくられていきます。 
  

地域の生活背景も含めた健康実態と特徴を明確化し、地域特有の文化や食習慣と関連付

けた解決可能な健康課題を抽出し、住民の健康増進に関する施策を推進するためには、保

健師の地区担当制による保健指導と管理栄養士等による病態別栄養指導等の連携による健

康増進事業の実施が必要になります。 
 
国では保健師等については、予防接種などと同様、必要な社会保障という認識がされて

います。陸別町は、単に個人の健康を願うのみでなく、個人の健康状態が社会にも影響を

及ぼすと捉え、今後も健康改善の可能性や経済的効率を考えながら優先順位を決定し、業

務に取り組んでいくために、保健師等の年齢構成に配慮した退職者の補充や、配置の検討

を進めていきます。 
  

また、健康増進に関する施策を推進するためには、資質の向上が不可欠です。 
 「公衆衛生とは、健康の保持増進に役立つ日進月歩の科学技術の研究成果を、地域社会

に住む一人一人の日常生活の中にまで持ち込む社会過程」（橋本正己 注）であり、保健師や

管理栄養士などの専門職や、 新の科学的地知見に基づく研修や学習会に、積極的に参加

して自己研鑽に努め、効果的な保健活動が展開できるよう資質の向上に努めます。 
 
 
 
注：橋本正巳 日本では公衆衛生が大きく発達した第二次世界大戦直後から、保健所長、厚生省を経て国

立公衆衛生院の公衆衛生部長を歴任 

       文言は、橋本氏の著書「公衆衛生現代史」より引用 
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